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市長
京都府京国辺市田辺80番 地

特定事実看の

主たる業種

該当する事実
者要件

V 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー便用事業者 (原油に換
算して1.500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規貝け第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭妄に換隻 して3000ト ン以上))

r

「

計 画 期 F H 3平成 18 年 10 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギー使用の効率化の徹底を図るとともに、廃乗物,F出量の割滅を促進 し温室効果ガスの自1滅を日指

す。

推 進 体 制 地球温暖化対策実行計画に基づ くエコオフィス推進本部及び推進員の設置。

年度 ごとの具

体的な取組及
び措置

回

18～ 公用革 一般公用草の一括管理による使用の効率化、電気自動車使用、エコドライブの推進

18～ 一般廃葉物 ツサイクルプラザの活用による廃築物削減の推進

1 8 ～ 1 0 全施設 地球温暖化対策実行計画の見直し

18～ 19 全施設 マネジメントシステムの導入

温軍効果ガス
の排出量等 排出区分

基 準 年 度 く実 績 ,

(17)年 度
(二酸化炭安換算 (t))

日標年度 (計回,

(19)年 度
(二酸化炭素換第 (t))

自町,束営各

(計画)
く%)

A事 業所等排出区分 111790 t t 51 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 246 t 24i  t 21 %

排出合討 Ⅲl                12.036 t Ⅲ2           11,430 t -50 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二酸化炭素浜算 (

森林の保全及び整備 (整備面積) (吸収動 t

府円産の本材 の利用 (利用量) m` (削減■) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電愛) く削済曇) t

(熱供給D (削減量) t

グ リーン電力の購入 (購入士) (削減量) t

削減量等合計 t

差引排 出量

(排出合計―削減尊合計)

基準年度 (実績) 目棟年度 (計画)

*1             121036 t ('2)(●3)         11430  t

特 記 事 項

連 絡 先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

品
掬

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号

と 1該 当する口には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基準年度」とは計画期間の前年度を、 「目標年度」とは計画期FE5の最終年度をいいます。

3「 事業所等排出区分」とは、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に件い発生する温室効果ガスを、 「
け 台勧育寝準と遊=l‐ぅし、イ'缶 口あ去怖あ付居淳古都府内ンすス重雨の排,■する涌宮窃実ガステ 鍛 結喜装芸について
「事業所等排出区分」とは、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に件い発生する温室効果ガスを、 「輸送車両排出区
は、自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出する温宣効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物
は旅客車両の排出する温宮効果ガスを、 「その他排出区分Jと は、上記以外の京都市内における事業所等の事業活動に伴い発生する温宣タ
をいいます。

4「 特記事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位C02排 出畳、省エネ製品開発など他者の温室効果
ガスタF山削減への買は、グリーン調達の採用、竹定フロンなどの条例指定外の温ヨ効果ガスの削減などを記入してください。


